
基発第0621004 号  

平成16年6月21日  

都道府県労働局長  殿  

厚生労働省労働基準局長  

（公 印 省 

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正  

する省令の施行について   

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成16年厚生労  

働省令第70号。以下「改正省令」という。）については、平成16年3月30日に公布  

され、一部を除き公布日から施行されたところである。   

今回の改正は、事務所におけるホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減等  

の課題に対応するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法  

律第20号）に係る法令の改正との整合性を図る観点からなされたものである。   

っいては、下記の事項に留意の上、今回の改正の趣旨を十分に理解するとともに、関  

係者への周知を図り、 

記   

第1改正の重点 
1事務所衛生基準規則（昭和47年労働省令第43号）の一部改正   

（1）空気環境の調整を行わなければならない空気調和設備及び機械換気設備につい  

て、中央管理方式のものに限定しないこととしたこと。   

（2）労働者を常時就業させる室（以下「室」という。）のホルムアルデヒドの濃度  

の基準及び建築等を行った室のホルムアルデヒドの濃度の測定に係る規定を新た  

に追加したこと。   

（3）事務所において2月以内ごとに1回行う作業環境測定の頻度について、一定の  

要件を満たす場合には緩和することとしたこと。   

（4）空気調和設備の冷却塔、加湿装置等について、定期的に点検、清掃等を実施し  

なければならないこととした土と。   

（5）ねずみ、昆虫等の防除のための調査等を定期的に行わなければならないことと  

するとともに、殺そ剤又は殺虫剤は、医薬品又は医琴部外品を用いなければなら  
ないこととしたこと。  
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2 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）の…部改正  

1の（5）と同様の規定を整備することとした。   

第2 細部事項   

1 事務所衛生基準規則の〟部改正   

（1）第5条関係  

近年の技術改良等により、中央管理方式（各居室に供給する空気を中央管理室  

等で…元的に制御する方式）以外の空気調和設備等が、比較的規模の大きな建築  

物においても導入されるようになってきているところ、中央管理方式以外の空気  

調和設備等を設けている建築物について．は、換気量が十分に確保されず、室内空  

気の汚染が懸念される等の問題が指摘されていることから、空気環境の調整を行  

わなければならない空気調和設備及び機械換気設備について、中央管理方式のも  

のに限定しないこととしたこと。  

また、近年、住宅等の気密性の向上、化学物質を放散する多様な建築材料等の  
普及等に伴い、ホルムアルデヒド等の化学物質による室内空気の汚染と、それに  

よる健康影響の問題が指摘されていることから、室のホルムアルデヒドの濃度の  

基準を定めることとしたこと。  

なお、空気調和設備及び機械換気設備の定義における「空気を浄化し」とは、  

外気を導入して浄化することをいうものであること。   

（2）第7条関係  

主な変動要因が季節変動である気温及び湿度については、春及び秋については  

概ね同様の温湿度条件にあると考えられることから、作業環境測定の頻度につい  

て、室の気温及び相対湿度が、過去1年間、基準を満たし、かつ、今後1年間も  
その状況が継続しないおそれがない場合には、室温及び外気温並びに相対湿度に  

ついて、現行の2か月以内ごとに1回行わなければならない測定を春（3月から  

5月）又は秋（9月から11月）、夏（6月から8月）及び冬（12月から2月）  
における各1回の測定とすることができることとしたこと。  

なお、「当該状況が継続しないおそれがない場合」とは、当該重に係る空気調  

和設備の変更を行わない場合、重のレイアウトの大幅な変更が予定されていない  

場合等であって、室の気温及び相対湿度に係る基準を満たすことが想定される場  

合をいうこと。   

（3）第7条の2関係  

建築物の竣工及び使用開始後の一時的な期間、化学物質濃度が高くなり、健康  

への影響が生じるおそれがあることから、室の建築（建築基準法第2条第13号  

に規定する建築をいう。）、大規模の修繕（同条第14号に規定する大規模の修繕  

をいう。）又は大規模の模様替（同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。）  
を行った場合、当該室のホルムアルデヒドの濃度を測定しなければならないこと  

としたこと。   

（4）第8条関係  

イ ホルムアルデヒドの量を測定する測定器において、「これと同等以上の性能  
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を有する測定器」としては、平成14年3月15日付け基発第0315002号「職  

域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインにつ  

いて」（以下「ガイドライン」という。）中の別紙の1の（3）に掲げる測定方  

法等で使用する「検知管」、「デジタル計測器」等がこれに該当するものである  

こと。  

ロ ホルムアルデヒドの量の測定方法等については、ガイドライン中の別紙の1  

の（3）に掲げる測定方法等により実施するものであること。  
なお、「4－アミノー3－ヒドラジノー5－メルカプトー1・2・4－トリア  

ゾール法」は、ガイドライン中の別紙1の（3）◆のオの「上記と同等以上の性  

能を有する方法」に含まれるものであること。   

（5）第9条の2関係  
イ 加湿器等の水質の問題として、レジオネラ属菌類等の病原体によって童の内  

部の空気が汚染されることを防止するため、空気調和設備の冷却塔、加湿装置  

等について、定期に点検、清掃等を実施しなければならないこととしたこと。  

ロ 第2号から第4号までに規定する「点検」は、目視等により行うことで足り  

るもの 

ハ 第5号の規定は、日常的な維持管理の如何に関わらず、1年以内ごとに1匝‡、  

冷却水の完全換水を実施するものであること。   

（6）第15条関係  
今回の改正は、ねずみ、昆虫筆の生息の有無に関わらず防除を行うゐではなく、  

その生息状況等を調査した上で、その結果に基づき、適切な防除を実施する等合  

理的な防除を行うこと’ができることを明確にしたものであり、従来の考え方を変  

更したものではないこと。  

また、防除のため、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、薬事法（昭和3 

年法律第145号）上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いなければなら  

ないことについても併せて明確にしたものであること。   

（7）その他  

「炭酸ガス」を「二酸化炭素」に改める等の用語の整理を行ったこと。  

2 労働安全衛生規則関係の一部改正  

事務所衛生基準規則の改正に伴い、上記1の（6）と同様の規定の整備を行った  

こと。   

第3 附則関係   

1 施行日  

改正省令は、公布日から施行するものであること。ただし、事務所衛生基準規則  

第5条」第7条の2、第8条、第9条の2の各改正規定については、■公布の日から  

起算して3月を経過した日（平成16年6月30日）から施行されること。  

2 経過措置  
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改正省令の施行の際現に中央管理方式以外の空気調和設備又は機械換気設備を設  

けている窒については、当分の間は、改正後の事務所衛生基準規則第5条第 
1号の規定（浮遊粉じん畳の基準）は適用しないこと。  

この場合において、「中央管理方式」の意義は施行前と変更はなく、各室に供給  

する空気を中央管理室等で一元的に制御することができる方式をいい、空気調和設  

備の場合でいえば、中央機械室からダクトにより各室に空気を供給する方式（ダク  

ト方式）のほか、中央機械室において浄化、減湿・与湿等の処理をした空気を送出  

し、さらにこれを各階、各室等に設けた二次空気調和装置により冷却等の鱒理をし  

て各室に痍給する方式（各階ユニット方式、ファンコイルユニット方式等）がある。   

第4 関係通達の改正等   

1 関係通達の改正   

（1）平成16年6月30日をもって、由和46年8月23日付け基発第597号「事  
務所衛生基準規則の施行について」の記のⅡの5（1）及び同（2）中「で中央  

管理方式のもの」を削り、同通達の記のⅡの5（3）を「（3） 削除」に改める。  

また、同通達中の「炭酸ガス」を「二酸化炭素」に改める。   

（2）昭和48年6月11日付け基発第326号「建築物における衛生的環境の確保  
に関する法律施行令の一部を改正する政令の制定について」の記の第2の1を「1  

削除」に、同通達の記の第2の3中「特定建築物維持管理義務者および特定建築  

物所有者等」を「特定建築物の所有者、占有者その他の物で当該特定建築物の維  

持管理について権原を有するものおよび当該特定建築物の所有者（所有者以外に  

当該特定建築物の全部の管理について植原を有する者があるときは、当該梅原を  

有する者）（以下「特定建築物所有者等」という。）」に改める。   

2 

1の（2）の通達については、次の事項に留意すること。  

イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1粂の特定建築物の  

うち、専ら事務所の用途に供される特定建築物については、建築物における衛  

生的環境の確保に関する法律第11条に基づき、都道府県労働局長から要請が  

あった場合に、都道府県知事による立入検査等の権限行使ができるとされてい  

たところであるが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が  

改正され（平成15年4月1日施行）、都道府県知事が必要と認める場合には、  

都道府県知事による立入検査等の権限行使ができることとされたこと。  

ロ 建築物所有者等と当該建築物の使用者が一致しないような場合（いわゆる  

雑居ビルの場合）については、記の第2の3において「各室を占有しているす  

べての事業者が事務所則の義務主体とされ」ていること。  
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、
第
二
号
及
び
第
三
 
 

当
該
測
定
を
行
お
う
と
す
る
日
の
属
す
る
一
年
間
に
お
い
て
、
引
き
続
き
 
 
 

当
該
室
の
気
温
が
十
七
度
以
上
二
十
八
度
以
下
及
び
相
対
湿
度
が
四
十
パ
 
 

規
定
す
る
建
築
を
い
う
。
）
、
大
規
模
の
修
繕
 
（
同
条
第
十
四
号
に
規
定
 
 

ー
セ
ン
ト
以
上
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
状
況
が
継
続
し
、
か
つ
、
 
 

称
す
る
。
）
 
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
建
築
等
を
行
っ
た
室
に
お
け
る
第
 
 

号
に
規
定
す
る
大
規
模
の
模
様
替
を
い
う
。
）
 
（
以
下
 
「
建
築
等
」
 
と
総
 
 

す
る
大
規
模
の
修
繕
を
い
う
。
）
 
又
は
大
規
模
の
模
様
替
 
（
同
条
第
十
五
 
 

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
又
は
九
月
 
 
 

し
、
当
該
室
の
使
用
を
開
始
し
た
日
以
後
最
初
に
到
来
す
る
六
月
か
ら
九
 
 

五
条
第
一
 
 

一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
 
 

項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
等
を
完
了
 
 

、
室
の
気
温
が
十
七
度
以
上
二
十
八
度
以
下
及
び
相
対
湿
度
が
四
十
パ
ー
 
 
 

セ
ン
ト
以
上
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
な
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
 
 
 

。
 
 

（
作
業
環
境
測
定
等
）
 
 

第
七
条
 
事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
 
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
 
 
 

三
百
十
八
号
）
 
第
二
十
一
条
第
五
号
の
室
に
つ
い
て
、
二
月
以
内
ご
と
に
 
 
 

二
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
測
定
方
抵
）
 
 

第
八
条
 
こ
の
章
（
前
条
を
除
く
。
）
 
に
規
定
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
 
 
 

る
事
項
に
つ
い
て
の
測
定
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
又
は
こ
れ
 
 

一
一
酸
化
炭
素
及
び
炭
酸
ガ
ス
の
含
有
率
 
 
 

（
第
二
号
か
ら
第
三
号
ま
で
 
略
）
 
 

（
第
二
項
 
略
）
 
 

2
 
 
 



第 
（ 

点 
の 検 

等 
）  

）   

≠∵い 
溝 
廿 

0  

れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
測
定
器
を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
 
 

体
に
よ
つ
て
室
の
内
 
 

次
の
 
 

1   

m附 

十 

年  

各
号
に
掲
げ
る
 
 措
置
を
講
 
 

部
の
空
気
が
 
 

叫 
場 
合 
は 

病 
原  

じ
な
け
れ
ば
 
 

汚
染
さ
れ
る
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
 
 

（
点
検
等
）
 
 

第
九
条
 
（
略
）
 
 
 

と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
測
定
器
を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 



年
以
内
ご
と
に
⊥
〝
回
、
定
期
に
、
行
う
こ
と
。
 
 

（
給
水
）
 
 

第
十
三
条
 
 
（
第
一
項
 
略
）
 
 

2
 
事
業
者
は
、
水
道
法
第
三
条
第
九
項
に
規
定
す
る
給
水
装
置
以
外
に
給
 
 
 

水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
て
飲
用
し
、
又
は
食
器
の
洗
浄
に
使
用
す
る
水
 
 
 

を
供
給
す
る
と
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
 
略
）
 
 
 

第 

（清掃 

等 
の 

実施）  

捌 
明 
割 

回u「 

喝 
周 

珂 

u 
判 

川 
d」 

州側 

四
 
空
気
調
和
設
備
内
に
設
け
ら
れ
た
排
水
受
け
に
つ
い
て
、
当
該
排
水
 
 

使 
用 
し 

な 
い 

期 
間 
に 

お 
い 

て 

は 
、 

こ 

の 

限 
り 

で 
な 
い 

。  

別  

五
・
冷
却
塔
、
冷
却
水
の
水
管
及
び
加
湿
装
置
の
清
掃
を
、
 
 

法
律
第
百
七
 
 

な
い
排
水
受
け
に
係
る
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
 
 

開
始
し
た
後
、
 
 

使
用
を
開
始
し
た
後
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
そ
の
汚
れ
 
 

受
け
の
使
用
開
始
時
及
び
使
用
を
開
始
し
た
後
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
 
 

間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
加
湿
装
置
に
係
る
当
該
使
用
し
な
い
期
 
 

を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
清
掃
等
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
一
 
 

た
め
必
要
な
措
置
 
 

り
で
な
い
。
 
 
 

回
、
定
期
に
、
そ
の
汚
れ
及
び
閉
塞
の
状
況
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
 
 

の
状
況
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
清
掃
及
び
換
水
等
を
行
う
こ
 
 

冷
却
塔
及
び
冷
却
水
に
つ
い
て
、
当
該
冷
却
塔
の
使
用
開
始
時
及
び
 
 

そ
の
清
掃
等
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
 
 

た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
冷
却
塔
に
係
る
当
該
 
 

十
七
号
）
 
第
四
条
に
規
定
す
る
水
質
基
準
に
適
合
さ
せ
る
 
 

一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
そ
の
汚
れ
の
状
況
 
 

そ
れ
ぞ
れ
一
 
 

（
給
水
）
 
 

第
十
三
条
 
（
第
一
項
 
略
）
 
 

2
 
事
業
者
は
、
水
道
法
彗
句
瑚
「
第
三
条
 
 
 

第
九
項
に
規
定
す
る
給
水
装
置
以
外
に
給
水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
て
飲
 
 
 

用
し
、
又
は
食
器
の
洗
浄
に
使
用
す
る
水
を
供
給
す
る
と
き
は
、
当
該
水
 
 
 

に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
第
一
号
か
ら
啓
二
号
ま
で
 
略
）
 
 

第
十
五
条
 
 

句 
卑 
簡 
の 
防 
除 
を 

そ 
叫 
督 
れ 
六 
凡 
以 
内 

と 

に 

回 

定 
期 
に 

統  

（
清
掃
等
の
実
施
）
 
 
 

事
業
者
は
、
日
常
行
な
う
清
掃
の
 
 
ほ
か
、
清
掃
及
び
ね
ず
み
、
 
 

4   



5
 
 
 



○
 
労
働
安
全
衛
生
規
則
 
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

6   
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〔参照条文〕  

◎建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号） 抄   

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各   

号に定めるところによる。   

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有す  

るもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは  

塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務  

所、店舗、興行場上倉座その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線  

路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、   

貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、 

とする。  

（第二号ないし第十二号 略）   

十三 塵築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう   

十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の  

修繕をいう。   

十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半  

の模様替をいう。  

（第十六号ないし第三十二号 略）   


